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わが国の自殺者数は、平成 10年に急激に増加し、 

その後は増減を繰り返しており、平成 22年からは減少 

傾向にありますが、いまだに 2万人を超えています。 

このような状況において、国では平成 18年 10月に 

「自殺対策基本法」が施行され、平成 19 年 6 月には、「自殺総合対策大綱」が

示されました。 

本町においては、平成 21年の 7人をピークに減少傾向にはありますが、平成

29年度までの累計では、24人もの方が尊い命を自らなくされています。 

平成 28年 4月に自殺対策基本法が改正され、新たな自殺総合対策大綱が示さ

れ、平成 30 年度までにすべての自治体に対し、「自殺対策計画」の策定が義務

づけられました。 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことのできる社会的な問

題であり総合的な取り組みが不可欠です。 

そこで本町では、健康施策を中心に一人ひとりの尊い命が大切にされる町づ

くりを進めてまいりました。「いのち」をより一層大事にする取組が求められて

います。自殺対策は「生きることの包括的な支援」であり、それは「町づくり」

そのものです。「“生きる”を支える・つながる町」を目標に、住民の方々、様々

な関係者とのネットワークづくりを大切にしながら「宝達志水町自殺対策計画」

を策定しました。 

最期に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご指導を賜りました関係各

位、町民の皆様に心から感謝を申し上げます。  

 

平成 31年 3月 

                   宝達志水町長 寳 達 典 久

 

“生きる”を支える・つながる町を目指して 
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第１章 計画策定の趣旨等 

１） 計画策定の趣旨 

日本の自殺者数は、平成 10年に急増しましたが、平成 18年の自殺対策基本法の

成立以降、さまざまな取り組みの成果もあって平成 22年以降は、わずかに減少傾

向にあります。 

石川県においては、平成 25 年以降は減少傾向にはなっていますが、依然として

200人近くの方が、自ら命を絶つという残念な事態が続いています。 

宝達志水町においては、平成 21年の 7人をピークにわずかな変動はありますが、

減少傾向にあります。 

平成 28 年 4 月、自殺対策基本法の改正があり、自殺対策のより一層の推進と、

より具体的・実効的な計画の必要性が謳われました。 

本町においても、地域の課題をふまえ、今後の自殺対策の方向性を示す「宝達

志水町自殺対策計画」を策定することにしました。 

 

２） 計画の位置づけ 

    この計画は、自殺対策基本法第 13 条の規定に基づく【市町村自殺対策計画】と

して位置づけます。 

また、この計画は、町の上位計画である「第一次宝達志水町総合計画」に即して

策定するとともに、健康づくり推進室の「健康宝達志水 21(第二次)」「データヘル

ス計画」との整合を図るものです。 

 

３） 計画の期間 

   平成 30年度から平成 35年度までの 6年間とします。なお、社会状況の変化や自

殺対策基本法、または自殺総合対策大綱の見直し等の国の動向もふまえ、必要に

応じ見直しを行います。 

 

４） 計画の数値目標 
平成 35年度までに自殺死亡率を 30％以上の減少を目標とします。 

区分 平成 25～29年累計（現状） 平成 30～34年累計（目標） 

自殺死亡率 10.0 7.0以下 

自殺者数 7人  5人以下 

※自殺死亡率は人口 10万対 
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第２章 宝達志水町における自殺の現状と課題 

１）統計データから見る現状と課題  

（１）自殺者数、自殺死亡率の経年推移 

 ①自殺者数及び自殺死亡率 （※自殺死亡率は人口 10万対）                        

 平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

自殺者数(人) 7 5 5 0 1 1 2 3 0 

町自殺死亡率 45.8 33.2 33.7 0.0 6.9 7.0 14.3 21.6 0 

県自殺死亡率 21.2 22.5 22.6 20.9 17.8 15.7 18.1 15.4 16.7 

国自殺死亡率 25.6 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.5 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

  

 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

 

平成 21～29年の自殺者数の累計は 24人です。平成 21年の 45.8%をピークに平成 22

年、平成 23年は徐々に自殺死亡率が下がってきていますが、県、国と比較すると自殺

死亡率は高くなっています。平成 24年以降で見ると県、国を下回り自殺者がいない年

もありますが、平成 28年は再び高くなっています。 
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（２）年代別自殺者数及び自殺死亡率（平成 25～29 年の累計） 

 

① 自殺者数及び自殺死亡率       （※自殺死亡率は人口 10万対）   

 年代 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80 歳以上 総数 

人

数 

男性 0 0 0 0 1 2 1 1 5 

女性 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

自

殺

死

亡

率 

男性 0 0 0 0 23.7 32.7 24.9 41.6 15.0 

女性 0 0 0 22.6 0 0 0 18.8 5.4 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

男性では、50歳代以上のすべての年齢で自殺者が見られ、60歳代では 2人となって

います。女性では 40 歳代、80 歳以上で自殺者が見られています。自殺者数、自殺死

亡率の総数で比較すると男性は女性の 2倍以上になっています。 

 

② 自殺死亡率の比較          （※自殺死亡率は人口 10万対）   

   年代 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80 歳以上 総数 

男 

性 

町 0 0 0 0 23.7 32.7 24.9 41.6 15.0 

県 4.4 31.8 23.3 29.3 37.8 29.0 30.1 41.0 25.7 

国 3.3 26.2 26.7 30.9 36.8 30.5 33.0 40.5 26.2 

女 

性 
町 0 0 0 22.6 0 0 0 18.8 5.4 

県 1.0 9.6 7.8 8.7 11.1 12.8 15.0 15.4 9.7 

国 1.5 10.2 10.6 12.0 13.8 13.4 16.4 16.7 11.3 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

人口規模が小さいと自殺者数によりばらつきが出やすくなります。自殺死亡率を県

や国と比較すると、総数では男女とも下回っています。しかし、男性では 60歳代、80

歳以上で県、国を上回り、女性では 40歳代、80歳以上で上回っています。 

 

（３）同居人の有無（ 平成 25～29 年の累計） 

 あり なし 不詳 計 

 男 性 5 0 0 5 

 女 性 2 0 0 2 

総数(人) 7 0 0 7 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

自殺者のすべてが同居人ありとなっています。 
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（４）職業別（平成 25～29 年の累計） 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】(自殺総合対策推進センター) 

職業別に見ると、被雇用者が 2 人、無職者が 5 人です。無職者のうち年金等が 4

人となり高齢者と考えられます。 

 

（５）自殺関連の救急要請・搬送件数年次推移（平成 28 年～30 年） 

 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

救 急 要 請 件 数（件） 5 0 5 

内 救急搬送件数（件） 3 0 3 

内 未 搬 送 数（件） 2 0 2 

資料提供：宝達志水消防署 

 

 

（６）主な自殺の特徴 

宝達志水町の自殺者数の 5 年間の累計について、性・年齢・職業・同居人の有無

により、「男性・60歳以上・無職・同居」、「女性・40～59歳・無職・同居」、「男性・

60歳以上・有職・同居」の順に自殺率が高くなっています。 

○高リスク対象群（特別集計（自殺日・住居地、H25～29合計）、国勢調査） 

上位 3区分 

   ※1 

自殺者数 

(5年計) 

割合 自殺死亡率 

（10 万対）  

※2 

背景にある主な自殺経路の例 

※3 全国的な分析結果に基づく例 

「→」は連鎖、「＋」は問題追加 

1 位 

男性 60歳以上

無職同居 

3 42.9％ 42.9 

失業(退職)→生活苦＋介護の悩み

(疲れ)＋身体疾患→自殺 

2 位 

女性 40～59歳

無職同居 

1 14.3％ 44.3 

近隣関係の悩み＋家族間の不和 

→うつ状態→自殺 

3 位 

男性 60歳以上

有職同居 

1 14.3％ 23.6 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ

→アルコール依存→うつ状態→自

殺 ②【自営業者】事業不振→借

金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

 
自営業 被雇用者 

無 職  

学生 主婦 失業者 年金等 その他 不詳 計 

男性 0 2 0 0 0 3 0 0 5 

女性 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
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※1：順位は、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

※2：自殺死亡率の母数（人口）は平成 27年国勢調査をもとに自殺総合対策推進センタ 

ーにて推計した。 

※3：「背景にある主な自殺経路」は、自殺実態白書 2013(NPO法人ライフリンク)に基づ 

き、性・年代等の特性と生活状況別の自殺に多くみられる全国的な自殺の危機経路 

を例示したもの。「→」は連鎖を、「+」は問題が新たに加わっていることを示しま 

す。 

 

 

 

（７）特徴からみた主な課題 

 

 

 

 

町の自殺の傾向や自殺実態プロファイルを踏まえ、次のとおり３つの課題を挙げま

した。 

① 「高齢者」の支援に関する対策が必要である。 

② 「生活困窮者」（無職者・失業者）の支援に関する対策が必要である。 

 ③ 「勤務・経営」の支援に関する対策が必要である。

宝達志水町における自殺の特徴の上位の 3 区分の性・年代等の特性と「背景にある主な

自殺経路」を参考に、自殺実態プロファイルにおいて、「高齢者」、「生活困窮者」（無職者・

失業者）、「勤務・経営」が重点パッケージ（重点施策）となります。 

自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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２）自殺予防の視点から捉えた関連事業 

（１）健康づくり推進室の関連事業 

ライフステージ 事業名（平成 29年度実績） 自殺対策の視点からの捉え方 

 

妊婦から乳幼児 

（妊婦～6歳） 

・各種健診（4 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、3 歳

児）時における保護者への育児、栄

養相談支援 

・子育て支援センターにおける、毎月

の栄養相談実施  

▼本人や家族等との接触時に

状態を把握し、問題があれば関

係機関につなげる等、自殺対策

を踏まえた対応の強化を図る

ことができる。 

 

学童・生徒 

（7～18歳）  

 

・学童保育利用児童料理教室 

 2回延べ 120人  

・子供会での料理教室 1回 16人 

・宝達高校生の自立に向けた食育活動 

2回 延べ 44人 

▼料理教室をとおして、大人と

のふれあいや食・命の大切さ等

を学び、必要時には、適切な機

関へつなぐ等の接点として機

能させることができる。 

 

 

 

 

 

青壮年 

（19～64歳） 

・若者健診（国保加入 19～39歳） 

受診勧奨、保健指導（健診結果説明会）

（重症化予防対象者への個別訪問） 

・特定健診（国保加入 40～74歳） 

受診勧奨、保健指導（健診結果説明会）

（重症化予防対象者への個別訪問） 

・がん検診：胃がん、肺がん、大腸が

ん、乳がん検診（40歳以上） 

子宮頸がん検診（20歳以上） 

受診勧奨、精密検査受診勧奨の実施 

・健康教室 延べ 22回開催 

・健康相談（定期、随時）延べ 280人 

・精神保健相談（うつ、統合失調症等）

実 7人、延べ 8人 

▼特定健診・がん検診の機会を

活かし、問題がある場合は、よ

り詳細な聞き取りを行うこと

により、専門機関による支援へ

の接点となり得る。 

 

▼本人や家族等と対面で応対

する機会を活用することで 

問題の早期発見・早期対応への

接点になり得る。 

 

▼健康問題からくる不安や悩

みに対する相談を行い、自殺リ

スクの減少を図る。 

 

 

高齢者 

（65歳～） 

  

・健康づくり推進員各ブロック介護予

防活動（高齢者の居場所、生きがいづくり） 

13ブロック 延べ 87回 2,836人 

・食生活改善推進協議会ブロック活動 

  7ブロック 21回 956人 

・男性の料理教室 2回 24人 

・精神保健相談（自殺企図、アルコール

依存、引きこもり等） 実 6人延べ 11人 

▼介護予防教室を開催するこ

とで、高齢者の安否確認や生活

状況の確認の場となり得る。 

 

▼高齢者特有の悩みや問題を

抱えている方の、早期発見・早

期対応への接点になり得る。 



7 

（２）庁内関係部署の関連事業 

課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【総 務 課】 

職員研修事業 

 

 

 

 

職員の健康管理 

事務 

 

職員の資質や能力の向上により、直

接的・間接的に町民に満足感・安心

感を与える。（随時） 

 

 

ストレスチェック等職員の健康管

理支援を行うことで、直接的・間接

的に、町民に満足な仕事を実施す

る。（定期的） 

 

 

▼職員研修の１コマとして、自殺対策

に関する講義を導入することで、全庁

的に自殺対策を促進するためのベー

スになる。 

 

▼住民からの相談に応じる職員の心

身面の健康の維持増進を図ることで、

自殺総合対策大綱に記載されている 

「支援者への支援」となり得る。 

【危機管理室】 

防災訓練 

 

災害への不安を軽減し、地域の助け

合いの精神を醸成する。 

（1回/年） 

 

▼自殺対策は、自殺に追い込まれない

地域社会の構築を目指すものであり、

地域住民の生命と暮らしを守るとい

う点において、セーフコミニュテイの

理念につながるものである。 

【税 務 課】 

納税相談 

 

 

 

 

 

 

 

申告書作成相談 

 

 

 

 

 

未納者に対して催告書、電話により

税務課への窓口相談を行い、生活、

資産など家庭状況も把握しながら、

滞納額の増加と生活が困窮しない

ように納付計画を立てながら収納

に努めている。（随時） 

 

 

未申告がある場合には、申告を促

し、所得控除等を記入させる等、作

成指導し、適正課税に努めている。

（随時） 

 

▼納税や年金の支払いを期限迄に行

えない住民は、生活面で深刻な問題を

抱えていたり、困難な状況にあったり

する可能性が高い為、そうした相談を

「生きることの包括的な支援」の機会

と捉え、実際に様々な支援につなげら

れる体制を作っておくことができる。 

 

▼相談を受けたり徴収を行ったりす

る職員に、ゲートキーパー研修を受講

してもらうことで、気づき役やつなぎ

役としての役割を担えるようになり

得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【企画振興課】 

総合戦略推進 

事業 

 

 

 

コミュニテイ 

施設整備事業 

 

 

 

宝のまち 

ブランド化 

 

 

 

ジョブカフェ 

出張相談 

 

 

シルバー人材セ

ンター運営事業

費補助 

 

起業・創業バッ 

クアップ事業 

 

 

 

中小企業資金 

融資 

 

 

 

産業会・金融・行政教育・労働団体

等の有識者を審議会委員に委嘱、総

合戦略の進捗状況等の審議、地域に

あった行政運営実施。（2～3回/年） 

 

住民相互の連帯感を育て、豊かで明

るい日常生活ができるように、各地

域の会館・施設等の環境整備に対

し、助成を行っている。（随時） 

 

町民の提案参加型活性化プロジェ

クトを立ち上げ、町の魅力を創出す

る活動（宝活会議）を実施する。 

        （4回/年） 

 

就職や仕事の相談を希望する学生

及び 45 歳未満の方を対象に相談会

を実施する。（4回/年） 

 

高齢者の希望、経験等に応じた仕事

を仲介するシルバー人材センター

の運営事業への補助を行っている。 

 

商工会と連携した新規経営者セミ

ナー（創業塾）の開催を行い、町の

活気を高める。（4回/年） 

 

 

・低金利の融資あっせん（随時） 

・信用保証制度を利用した中小企業

に対する補助 

・機械設備貸与事業融資 

・中小企業設備投資促進事業助成金 

 

▼審議会における審議事項に自殺対

策の取組等を加えることで、各地域で

の自殺対策の進捗の管理把握と、スム

ーズな事業促進を図れるようになる。 

  

▼研修会の中で自殺対策についても

言及してもらうことで、住民間での意

識の醸成と事業の周知に繋がり得る。 

 

 

▼町会や自治会等の場で自殺対策に

関する講演や講習会を行うことで、地

域の住民として何ができるかを主体

的に考えてもらう機会となり得る。 

 

▼若者への就労支援は、それ自体が重

要な生きる支援（自殺対策）に繋がり

得る。 

 

▼高齢者への就労支援は、それ自体が

重要な生きがい、生きる支援（自殺対

策）につながる。 

 

▼セミナーにおいて、自殺対策に関す

る講演の機会を設けることで、経営者

に健康管理の必要性と重要性を訴え

る機会とし得る。 

 

▼融資の機会を通じて、企業の経営状

況を把握するとともに、経営難に陥り

自殺のリスクの高まっている経営者

の情報をキャッチし、適切な支援先へ

とつなげる等の機能を果たし得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【 住民課 】 

消費生活相談 

 

 

 

困りごと相談 

 

 

 

 

 

無料法律相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談しやすい 

環境 

 

 

 

 

 

 

【地域整備課】 

水道料金・下水

道使用料・町営

住宅使用料納付

相談 

 

悪徳商法消費者被害にあい、困って

いる方への助言、支援を行う。 

 

 

日常生活上の様々な心配ごと（人権

相談も含む）に応じ、解決に向けて

支援する。（人権擁護委員、行政相

談員、民生委員と共催） 

（1回/月） 

 

深刻で複合的な問題を、弁護士や大

学法学部学生等の相談により、問題

解決につなげる。 

弁護士（2 回/年）、大学生（3回/年） 

 

 

 

 

 

1 階窓口（住民課・税務課）は、間

仕切り板により個人情報等に配慮

しており、相談しやすい環境になっ

ている。     

   

 

 

 

 

滞納世帯に催告書を送付。電話・訪

問等により支払い困難等が把握で

きた場合は、滞納額の増加と生活が

困窮しないように納付計画をたて

ながら収納に努めている。（随時） 

 

▼消費生活上の困難を抱える人々は、

自殺リスクの高いグループで、問題解

決に向けた支援の機会となり得る。 

 

▼抱えている様々な心配事を把握・対

応していくことで、包括的な問題解決

に向けた支援を展開し得る。 

 

 

 

▼弁護士相談に至る相談者の中には、

抱えている問題が深刻であったり、複

合的であったりなど、自殺のリスクが

高い方も多いと思われる。 

相談を行った後の状況や問題解決等

のフォローを行う等、継続的な支援を

おこなえれば、確実な問題解決につな

がる仕組みとなり得る。 

 

  

 

 

 

▼納付計画等の措置を講じる中で、本

人の心身状況・環境等を把握し、様々

な問題解決につなげる接点（生活困窮

や精神疾患等は担当課等）になり得

る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【学校教育課】 

保小中連携事業 

 

 

 

 

教育相談、就学

相談等 

 

 

 

教育支援事業 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策 

事業 

 

 

 

 

教育相談 

 

 

 

学校職員ストレ

スチェック教職

員向け研修会） 

 

スクールカウン 

セラー活用事業 

 

保育所・小学校・中学校間で困り感

のある子についての情報を共有し、

スムーズな移行を図り、対応の仕方

を講師から学んでいる。 

 

学校において、困り感のある児童生

徒について、支援員を配置し、関係

機関と協力しながらきめ細やかな

相談等を行う。（随時） 

 

経済的理由により、就学困難な児童

生徒に対し、給食費や学用品等を助

成する。（随時） 

特別支援学級在籍者に対し、就学奨

励費を補助する。（随時） 

 

各校のいじめ防止基本方針の点検

と見直し、個別支援等を通じて、い

じめの早期発見、即時対応、継続的

な再発予防を図る。（随時） 

 

 

子どもの教育上の悩みや心配事に

関する相談を受け付ける。仕事の都

合や家庭の事情等で来室できない

場合には、電話相談も行う。（随時） 

 

町では行っていないが、県教育

委員会で実施している。 

 

不登校対策や児童生徒間の問題解決

に向け、教育相談やスクールカウンセ

ラーの配置等の連携強化を図る。                                            

 

▼保育所、小・中学校間で児童生徒の

家族状況等も含め情報を共有できれ

ば、自殺のリスクを抱える家庭を包括

的・継続的に支援し得る。 

 

▼各々の状況に応じた支援を、関係機

関が連携・展開することで、そうした

困難を軽減し得る。 

 

 

▼就学に際して経済的困難を抱えてい

る児童生徒は、その他にもさまざまな

問題を抱えていたり、保護者自身も困

難を抱えていたりする可能性が考えら

れ、支援等により、困難を軽減し得る。 

 

▼いじめは自殺リスクを高める要因の

一つであり、いじめの早期発見と対応

だけでなく、いじめを受けた子供が周

囲に助けを求められるよう、ＳＯＳの

出し方教育を推進し得る。 

 

▼学校以外の場で専門の相談員に相談

できる機会を提供することで、相談の

敷居をさげ、早期の問題発見・対応に

寄与し得る。 

 

 

 

 

▼不登校の子供自身のみならずその家

庭も様々な問題や自殺リスクを抱えて

おり、支援により問題を軽減し得る。 



11 

課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【生涯学習課】 

青少年育成 

センター 

運営事業 

 

 

 

ＤＶ相談事業 

 

 

 

 

 

 

町ＰＴＡ活動の 

支援・育成 

 

 

 

学校支援ボラ 

ンティア事業 

 

 

 

 

 

図書館の管理 

 

 

 

公民館活動・文

化協会・体育協

会活動の支援 

 

青少年の非行防止、健全育成を図る

ための事業を行う。（随時） 

・街頭補導活動 

・電話相談窓口設置 

・青少年健全育成の広報啓発事業  

 

専門相談員がおらず、配置予定もな

いため、相談があれば関係機関を紹

介する。希望があれば、相談機関、

病院、行政機関への相談の付き添い

を行い、町の行政サービス手続きの

サポートを実施する。（随時） 

 

町ＰＴＡ連合会の研修・講演内容

は、学校のＰＴＡが決定。町に依頼

があれば、内容に沿った講師を探す

サポートを行う。（1回/年） 

 

各小学校単位で、「登下校見守りボ

ランテイア」を募集、学校によって、

ふれあい行事を行っている。（随時） 

 

 

 

 

住民の生涯学習の場としての読書

の充実。教育・文化サービスの提供

を行っている。 

 

学びの場、趣味・特技の実践の場、

人とのつながりの場として、心や体

の健康活動を企画、支援している。 

 

▼街中の徘徊等、一見すると「非行」

と思われる行動が、実は青少年にとっ

ての「ＳＯＳ」である場合も少なくな

い。 

 

 

▼関係機関の紹介、問題内容に応じた

連携支援も担い、女性への生きること

の包括的支援の窓口となりうる。 

 

 

 

 

▼セミナーや研修会等で自殺問題に

ついて講演することにより、保護者の

間で子供の危機に対する気づきの力

を深めることが出来る。 

 

▼「登下校見守りボランテイア」に対

する研修会の際に、青少年の自殺の現

状と対策（生きることの包括的支援）

について情報提供を行うことで、現状

と取り組みについての理解促進を図

れる。 

 

▼図書館は、生きづらい子どもから高

齢者にとって、安心して過ごせる居場

所となり得る。 

 

▼活動そのものが生きがいづくりに

つながり、自殺予防の機会となり得

る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【健康福祉課】 

 

 

 

 

介護予防・地域

支え合い事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

総合相談支援 

事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

家族介護継続支 

援事業（地域包括

支援センター） 

 

権利擁護事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

包括支援的支援 

事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

窓口は、間仕切り板により個人情報

等に配慮しており、相談事例によっ

ては、個室で相談しやすい環境に配

慮している。 

 

緊急連絡装置設置:65 歳以上の独居

で健康に不安がある方に対し緊急

連絡装置を設置。不安や孤独の解

消、緊急時の対応等を行う。 

（自己負担月 800円） 

随時提供（24時間 365日） 

 

地域の高齢者が住み慣れた地域で

生活できるように、適切な保健・医

療・福祉サービス等が受けられるよ

う窓口や電話、訪問による相談支援

を図る。（随時） 

 

家族の身体的・精神的・経済的負担

を軽減するため、介護相談や介護者

同士が交流できる機会を図る。 

 

高齢者が地域において、尊厳のある

安心した生活ができるよう、成年後

見制度の活用、老人福祉施設等への

措置、高齢者虐待・消費者被害防止

等に配慮する。（随時） 

 

地域の様々な機関、社会資源との連

携強化によるネットワーク形成や

個々の高齢者の状況に応じて、様々

な支援が継続的・包括的に提供でき

るよう、仕組みづくりを構築する。 

 

 

 

 

 

▼独居高齢者との会話等を通じて、自

殺のリスクを早期に予測し、予防対策

につなげる可能性となり得る。 

 

 

 

 

▼高齢者の窓口、電話、訪問先での言

動、環境等を洞察し、自殺のリスクを

早期に予測し、予防対策につなげる可

能性となり得る。 

 

 

▼介護者同士の交流の機会の場を通し

て、介護者の心身の悩みから自殺のリ

スクを早期に把握し、予防し得る。 

 

▼判断能力の不安のある高齢者（認知

症・精神・知的障害）は、被害にあい

やすく、自殺のリスクが高い方も含ま

れている。 

 

 

▼地域包括ケアシステムの拠点は、地

域包括ケアと自殺対策との連動を進め

る上での中心的役割を担いうる。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

地域支援ネット

ワーク会議 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

認知症サポータ

ー等養成事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

 

 

認知症カフェ 

（地域包括支援セ

ンター） 

  

 

地域介護予防 

活動支援事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

一般介護予防 

事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

 

区長・民生委員との合同研修会を年

に１回開催、随時地域の連携を深

め、地域の情報共有の機会を図る。 

 

 

・認知症サポーター養成講座：認知

症の人とその家族が住み慣れた

地域で暮らし続けられるよう、認

知症の人を理解し、支える力とな

れる援助者の養成を図る。（随時） 

・認知症キャラバンメイト：認知症

サポーターを養成する人材とし

て養成し、自主活動を支援する。 

 

認知症の人とその家族が集う「場」

として、「ほっとカフェオレンジの

輪」を定期的に開催する。（3ヶ所） 

          （4回/月） 

 

各地域の介護予防教室等の実施や

教室の継続運営の担い手として生

きがいを持って活動してもらうた

め、介護予防のボランティアとして

人材育成を図る。育成は 1回/年 

        活動は随時 

 

65歳以上の介護予防のため、地域や

公共施設での介護予防教室の支援

を図る。1 回から 4回/月 

・みんなの健康教室（さくらドーム） 

・男性の健康教室（押水体育館） 

・送迎付き介護予防教室 

（たんぽぽ）（里湯ちりはま）  

・地域のサロン  39ヶ所 

▼地域で気になる方の情報を共有し、

各々が役割を担い、気になる方の生き

る支援につなげることができる。 

 

 

▼サポーターやキャラバンメイトに

ゲートキーパー研修を受講してもら

うことで、サポーターがそうしたリス

クの早期発見と対応等、気づき役とし

ての役割を担えるようになる可能性

がある。 

 

 

 

▼認知症の家族や介護従事者等が悩

みを共有したり、情報交換したりする

ことで支援者相互の支え合いの推進

に寄与し得る。 

 

▼ボランティアに、ゲートキーパー研

修を受講してもらうことで、気づき役

や行政へのつなぎ役となる担い手を

拡充することにつながり得る。 

 

 

 

▼介護保険未利用者で閉じこもりが

ちであったり、身体面で問題や不安を

抱えて孤立状態にある高齢者を把握

し、アウトリーチする際の窓口、接点

となり得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

在宅医療・介護

連携推進協議会 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

 

食の自立支援 

事業 

（地域包括支援セ

ンター） 

 

 

高齢者障害者・

虐待防止ネット

ワーク 

 

 

高齢者・障害者 

災害時要援護者 

台帳整備 

 

 

 

 

日中一時支援 

事業 

 

 

 

特別児童扶養、

障害者・障害児

福祉、手当受付

事務 

高齢者が住み慣れた地域で安心し

て、在宅での医療及び介護を続けて

受けられるよう関係機関との連携

体制を整備するほか、他職種との連

携での課題の抽出や解決策、住民へ

の普及・啓発を図る。1回/年、随時 

 

食の自立支援事業（自己負担 1 食

400円）で、65歳以上の独居で調理

が困難な方に対しバランスの良い

昼食（平日）を提供し同時に安否確

認も行う。（随時申請受付） 

 

高齢者及び障害者の虐待の防止の

ため、相談窓口を設置。関係機関と

の連携をはじめ、早期発見、未然防

止対策等を図る。1回/年、随時 

 

高齢者・障害者で、災害時等に支援

を希望する者が、事前に健康状態等

を登録することにより、町、社会福

祉協議会、区長、民生委員、消防、

警察等と情報の共有を図り、災害時

等に地域での助け合いに活用する。 

 

障害者等が日中において介護する

ものがいない時等に、施設等で一時

的に預かりをするうえで、見守りな

がら活動の場を提供している。随時 

        

在宅生活での当事者、家族の負担を

手当の支給により軽減する。また、

その状況を把握し、必要があれば他

のサービスにつなげている。随時 

▼協議会における議題の一つとして

自殺対策の内容等を加えることで、

様々な支援機関の連携促進や対象者

への包括的なサービスの提供等につ

なげられる。 

 

 

▼心理的なサポート（声掛け等）も併

せて行うことが出来れば、自殺のリス

クの軽減にも資する包括的な支援に

なり得る。 

 

 

▼協議の場で自殺対策に関する情報

共有をすることで、関係者による取り

組みの推進を図ることができる。 

 

 

▼町、区、地区組織、消防、警察等で

要援護者の情報共有をすることで、地

域での生活を支える支援の輪ができ

る。 

 

 

 

▼一時預かりの機会により、介護者の

負担を軽くし、虐待や自殺等の予防の

機会になり得る。 

 

 

▼手当の支給に関して、当事者や家族

等と対面で応対する機会を活用する

ことで、問題の早期発見早期対応への

接点になり得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

障害者相談員に

よる相談事業 

 

 

障害者自立支援 

給付事業費 

 

 

 

郡市自立支援・ 

差別解消支援地 

域協議会 

 

 

 

 

手話奉仕員養成

講座 

 

 

 

意思疎通支援 

事業 

 

 

 

生活保護事務 

 

 

 

 

国民健康保険料 

の賦課、滞納、 

減免相談 

身体障害者 2名、知的障害者 2名を

「障害者相談員」として町から委

嘱、電話や会合等で相談を受ける。 

 

障害を持つ児童や障害者が良好な

日常生活や社会生活等ができるよ

う訓練の場の提供や必要な支援を

行う。（随時） 

 

社会的障壁の除去等、障害者が安心

して生活ができるよう、相談・対応

事例の共有、問題解決、発生防止等

を図る為、1 市 2 町で協議会を設置

し、ネットワークの構築や普及・啓

発を実施する。（1回/年） 

 

手話奉仕員養成講座を羽咋郡市で

協力して行うことで、聴覚障害者と

意思疎通できる仲間を増やしてい

る。入門 2回、基礎 30回（隔年実施） 

 

聴覚障害者に対し手話通訳者を派

遣し、相談支援。報告書により、聴

覚障害者の方の困りごとが確認で

きる。（随時） 

 

生活困窮者等の話を伺い、実施機関

である県の担当や、生活一時資金貸

し付け担当（社会福祉協議会）等に

つないでいる。（随時） 

 

滞納世帯に対し、税務課に納税相談

を実施し、生活困窮者に関しては 

生活保護相談等につなげている 

▼各障害を抱えている方の相談の中

から、自殺のリスクに気づきつなぎ役

を担え得る。 

 

▼障害児の保護者や当事者の最初の

窓口として、適切な支援先につなぐこ

とで自殺リスクの軽減に寄与し得る。 

 

 

▼医療や福祉等の各種支援機関の間

に構築されたネットワークは、自殺対

策（生きることの包括的支援）を展開

する上での基盤ともなり得る。 

  

 

 

▼手話奉仕員にゲートキーパー研修

を受講してもらうことで、支援先につ

なぐ等、気づき・つなぎ役としての役

割を担い得る。 

 

▼同上 

 

 

 

 

▼扶助受給等の機会を通じて、本人や

家族の問題状況を把握し、適切な支先

等につなぎ、リスクの高い集団への予

防策になり得る。 

 

▼納付勧奨等の措置を講じる中で、本

人の状況を把握、様々な支援機関につ

なげる接点となり得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

ファミリー 

サポート 

センター事業 

 

 

 

ひとり親家庭等 

の支援事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子手帳受付 

業務 

 

 

乳児家庭全戸 

訪問事業 

 

 

 

 

乳幼児健康診査 

事業 

 

地域住民同士の育児に関する互助

的活動を行い、子育ての負担軽減に

つなげている。サービス提供者・利

用者ともに登録する会員組織によ

り運営している。（随時） 

 

・児童扶養手当支給事務：家族との

離別・死別等により児童の養育をし

ている人に手当を支給し、経済的支

援を図る。 

・医療費給付事業：児童の通院や入

院に係る医療費を助成することに

より経済的な支援を行い健康及び

福祉の促進を図る。 

・学習支援事業：児童が学習および

進路等気軽に相談できる場を提供

し、児童の学習意欲の向上を図る。 

 

母子手帳交付時に保健師が面接し、

支援の有無を確認するとともに、必

要時保健指導を行う。（随時） 

 

子育ての孤立化を防ぐために、乳児

のいる全家庭を訪問し、不安や悩み

をうけ、必要な情報、サービス等の

提供につなげている。 

 

 

乳幼児（4 ヶ月、1歳 6ヶ月、3歳）

の発達を見る健康診査だけでなく、

保護者とのコミュケーションも図

り育児の助言等を行っている。 

 

▼会員にゲートキーパー研修を実施

することで、子育てに関連する悩みや

自殺のリスクの把握についての理解

が深まり、必要時には専門機関の支援

につなげられる等の役割を担える。 

 

▼ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、

また孤立しがちであり、自殺につなが

る問題要因を抱えやすいため、かかわ

りのなかで、早期の問題発見・対応へ

の接点になり得る。 

 

 

 

 

▼手帳交付時に、本人や家族からの情

報から自殺のリスク等を洞察し、予防

策を実践する機会となり得る。 

 

▼家庭訪問時に本人の産後うつやス

トレス等、また、育児環境の情報から、

家族関係等自殺のリスク等を洞察し、

予防策を実践する機会となり得る。 

 

 

▼健診での乳幼児、保護者の言動等か

ら、育児の悩み・家族関係等自殺のリ

スク等を洞察し、予防策を実践する機

会となり得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

発達支援相談 

 

 

 

 

 

ママの会支援 

 

 

 

 

子育て支援 

センター 

 

 

 

保育料徴収促進 

事業 

 

 

 

放課後児童健全 

育成事業 

 

 

 

 

地域児童対策 

事業 

・1歳 6ヶ月、3歳児健診には、児童心理

士による心理相談を実施し、その後、集

団生活（保育所）の確認訪問をする。  

・個別相談：児童心理士による療育相談

精神的支援を行っている。（2回/月） 

 

保護者の育児不安や虐待・いじめ等の問

題に早期に対応する為、育児機能の強化

に努めるとともに、グループワーク等に

よる専門的な支援の充実を図る。2回/月 

 

相見・南部保育所に併設されており、常

駐の保育士が保護者からの相談に応じ、

助言や情報提供、育児支援等を実施、保

護者の集いの場になっている。 

 

保育料の支払いが遅れている家庭に、電

話で徴収を促進。毎月納入が難しい時は、

児童手当配布後に徴収等の配慮をしてい

る。 

 

就業等の理由により、昼間保護者が不在

の小学生に対して、安心して過ごせる生

活の場を提供し、支援員の指導のもとに

健全育成を図っている。（現在は午後 6時ま

で、来年度から午後 7時まで拡充する予定）  

 

町は虐待の通報に対して、安全確認を行う

等速やかに対応するとともに定期的に要

保護児童の確認を行い、フォローしてい

く。要保護児童対策地域協議会、進行管理

会議を定期的、ケース会議を随時開催し、

児童相談所等関係機関、民生児童委員と情

報共有や連携の下、対応している。 

▼子どもの発達に関して専門家が

相談に応じたり、必要時には関係

機関につないだりすることで、母

親の不安感の軽減に寄与し得る。 

   

 

▼保護者が集い交流できる場を設

け専門家がかかわることで、自殺

のリスクの軽減、危機的状況にあ

る保護者を早期発見・対応に繋げ

る場となり得る。 

▼同上 

 

 

 

 

▼収納担当職員は、生活上の様々

な問題・自殺のリスクをかかえて

いる保護者に気づき、必要な機関

につなげる役を担える。 

 

▼学童保育を通じて、保護者や子

どもの状況把握を行う機会が多々

あり、悩みを抱えている子どもや

保護者を把握する接点があり、必

要な機関につなぐ等対応が取り得

る。 

▼児童虐待は、家庭が困難な状況

にあることを示す１つのシグナル

であるため、保護者への支援を通

じ問題の深刻化を防ぎ自殺リスク

軽減にもつながり得る。子ども自

身の自殺リスクや将来的な自殺リ

スクを抑えるために重要である。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【町社会福祉 

協議会】 

民生・児童委員 

協議会事務支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉推進 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生・児童委員協議会による地域の相

談・支援等の実施及び関係機関との連

絡調整を支援している。 

民生・児童委員独自事業として、 

「地域見守りマップ」 

70歳以上の独居高齢者、高齢者のみ

の世帯、日中独居、障害者を色別で住

宅地図に落とし込む地図 

「地域見守りマップ児童版」 

0～15歳までの子供がいる家庭を住宅

地図に落とし込む地図を作り、社協、

地域包括、危機管理室、消防に配布し

情報を共有している 

「1人暮らし・高齢者世帯台帳」 

70歳以上の独居高齢者、高齢者のみ

の世帯の名簿を作成し、月に１回は見

守り訪問をしている。 

 

町や専門機関と地域住民や民生委

員・児童委員、ボランティア等地域に

関わる全てのものが協働して、支援を

必要としている人を支えていく「地域

福祉」の仕組みづくりを目的に「地域

福祉活動計画」を策定し、5つの基本

計画を展開している。 

 

１ ボランティアセンター機能の強 

化とボランティアの育成、活動支援 

・傾聴ボランティアを育成し、必要と 

する住民に対し派遣 

・ボランティア同士の交流会等実施 

 

 

▼地域の見守り名簿の情報を、見守り

活動を行う児童・民生委員や区・自治

体等と共有することで、自殺のリスク

を抱えている可能性のある住民への

アウトリーチに活用できる。 

地域見守りマップ児童版は、民生委 

員と社会福祉協議会のみでの共有で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼地域包括ケアと自殺対策との連動

は、今後の重要課題ともなっており地

域福祉ネットワークや合議体はその

他運動を進める上での要となり得る。 

 

▼地域の自殺実態や対策の情報、要支

援者の安否情報の収集並びに関係者

での情報等の共有を図り、両施策のス

ムーズな連動を図ることもできる。 

 

▼民生委員やボランティアの相談活

動や見守りは、地域において、自殺リ

スクを抱えた対象者の早期発見と支

援にもなり得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

 

 

 

 

 

 

生活困窮世帯の 

子どもに対する 

学習支援事業 

 

 

 

 

心配ごと相談事

業 

 

 

 

 

 

 

赤い羽根募金 

助成事業 

 

 

 

 

生活福祉資金 

貸付事業 

 

 

 

２「福祉の授業」「地域座談会」等 

による住民の福祉の向上 

３ 相談支援体制の確立 

４ 生活支援のしくみづくり 

５ 地域交流の促進（サロン等） 

 

生活保護受給世帯の小中高校生、就学

援助受給世帯の小中学生、教育費負担

軽減奨学金受給世帯の高校生に対し、

学習支援や日常生活相談等の家庭以

外の居場所の提供を通じた人的支援

を実施している。（2回/月） 

 

地域住民の日常生活上のあらゆる相

談に応じ、適切な助言、援助を行って

地域住民の福祉の増進を図る。 

・本会職員が相談援助（随時） 

・定期相談として、毎月 1回町の困り 

ごと相談において相談員（民生委員 

４名）が実施。（2回/月） 

 

赤い羽根募金を財源とし、町内で活動

するボランティアグループ、区長会、

学校、特定非営利活動法人等が実施す

る地域の課題に応える福祉サービス

や活動を対象として助成している。 

 

低所得者、障害者、高齢者に対し資金

の貸付けと必要な相談支援を行い、経

済的自立及び生活意欲の助長促進並

びに在宅福祉、社会参加の促進を図

り、安定した生活を送れるようにする

ことを目的としている。（随時） 

 

 

 

 

 

 

▼子どもに対する学習支援を通じ

て、本人や家庭の抱える問題を察知

できれば、当該、家庭を支援につな

げる等の対応が可能となり、支援に

つなぐ機会、接点となり得る。 

 

 

▼相談員は、生活上の様々な問題を

抱えている方の聞き役になり、解決

につながるように、助言・援助を行

い、自殺のリスクを抱えていないか

洞察し、専門家等につなげる役を担

え得る。 

 

 

▼住民ボランティア等の活動支援

を通じて、地域全体の気づき・支援

の力を高めていくことにより、地域

における気づき・支援役となる担い

手を拡充することができる。 

 

▼担当職員等は、生活上の様々な問

題を抱え、自殺のリスクをかかえて

いる当人に気づき、つなげる役を担

え得る。 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

宝寿荘の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人クラブ運営 

支援 

60 歳以上の高齢者の生きがいの場と

して運営している。 お風呂や歓談、

将棋、カラオケ、趣味の教室、体操教

室等多彩な催しが楽しめる。 

一般 200 円   

 身体障害者・療育手帳保持者 100円 

 

 

宝寿荘で頭の体操をしている様子 

 

 

地域の老人クラブ運営の支援・補助を

行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼高齢者が集まる場を提供してい

るスタッフや利用している高齢者

にゲートキーパー研修を受けても

らうことで、本人の悩み等を聴いた

り、見守ったり、いつもと違う言動

等、自殺のリスク等に気づき、専門

家につなぎ、支える役割を担え得

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼同上 
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課・事業名 事業内容 自殺対策の視点からの捉え方 

【町立宝達志水

病院】 

外来・入院診療 

 

 

 

救急医療 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療 

 

介護保険事業 

 

 

地域医療連携室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費相談 

 

 

 

診療科：内科、外科、整形外科、皮膚

科、眼科、歯科  

月～金曜、2,4土曜診療、日・祝日休み 

入院病床：70床、一般 43床中、地域

包括病床 8床、療養型病床 27床 

 

救急指定病院である為、自殺未遂や自

傷等の患者が搬送されてくる。 

自殺未遂や自傷の患者は、治療が優先

であり、家族も動揺しているため介入

は難しいが、医師や看護師が必要に応

じて、専門機関の紹介や行政へ情報提

供を行っている。 

 

訪問診療、訪問看護等の在宅医療 

 

介護保険事業として訪問看護、（通

所・訪問）リハビリを行っている。 

 

保健師、社会福祉士、看護師が配属さ

れていて、入退院、在宅介護等の相談

を受けている。 

終末期、がん、高齢等を苦に、自殺企

図当事者や施設・介護者から地域医療

連携室専門職に相談がある場合は、専

門機関等と連携・調整をしている。 

内服や治療だけでなく、介護方法や精

神的ケアについても病院スタッフ、関

係機関と連携している。 

 

治療継続をためらっている患者や

医療費滞納者の相談、訪問等を行

い、適切な医療、未納整理につなげ

ている。 

 

 

▼外来や入院患者、訪問診療・看護

先の患者さん・家族の言動から、健

康問題に関する自殺のリスク等、日

頃との違いに気づいたら、情報を共

有し、早期に対応し、適切な支援先

につなぐことが出来る役割を担っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼遺族は自殺リスクを抱えており

包括的な支援が必要であるため、適

切な支援先につなぐことができる

役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

▼治療中断者や医療費滞納者は、自

殺リスク等を抱えていることもあ

るため、早期に対応し、適切な支援

につなぐ役割を担っている。 
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３）町民アンケートの結果 

こころの健康に関するアンケート調査（関係資料 P49） 

 

○調査目的：今後の自殺予防に関する具体策を検討するため 

○対 象 者：町民 20歳～80歳代 （特定健診・がん検診受診者、 

老人会サロン、子育て支援センター参加者） 

○調査方法：アンケート用紙を対象者に配布し、記入後直接回収した。 

（一部聞き取りによる回答あり） 

○調査期間：平成 30年 6月～10月 

   ○回 答 数：223人（回収率 100％） 

 

 

（１）アンケートの結果 

 

 

【図１】性別・年齢別回答者 

 

 アンケートに協力して頂いた方の総数は 223 名（男性 78 人、女性 145 人）

で、女性が男性の約 2 倍となっています。年齢については、20 代 8 人、30 代

18人、40 代 25人、50 代 27人、60代 70人、70代 58人、80 代 16人です。各

年代に偏りがあり、60～70代が約 6割を占めています。 

(人) 
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【図２】不満や悩みを受けとめてくれる方の有無 

 

全体の約 9割の人が相談相手が「いる」と回答しています。 

 

 

【表１】不満や悩みを受けとめてくれる人がいない人の性別 

 

 

 相談相手が「いない」と回答した人は 28 人で、その内訳は【表 1】のように

なっています。年代別の割合では 80 代が一番多く、17.6％となっていますが、

20歳代以外すべての年代で 10％前後に「相談相手がいない」ことがわかります。 

 

男性 女性 総数 割合

２０～２９歳 0 0 0 0

３０～３９歳 1 1 2 11.1%

４０～４９歳 1 1 2 8.0%

５０～５９歳 1 3 4 14.8%

６０～６９歳 7 2 9 12.8%

７０～７９歳 3 5 8 13.7%

８０歳以上 0 3 3 17.6%

合計 13 15 28 12.7%
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【図３】相談相手の内訳（複数回答））（※相談相手がいると回答した 191人中） 

 

相談相手としては「同居の親族」が一番多く、次に多かったのは「友人」

で、「同居していない親族」よりも多くなっています。 

 

 

 

【図４】1か月以内の年齢別のストレスがある人の内訳 

 

   年代によってばらつきがありますが、20 代の 7 割以上、40～50 代の約半数

と働き世代に「ストレスがある」と多く回答しています。 

68.6%(131人) 

32.5%(62人) 

47.6%(91人) 

8.9%(17人) 

10.5%(20人) 

1.0%(2人) 

0.5%(1人) 

5.2%(10人) 

0.0%(0人) 

0.5%(1人) 

0.0%(0人) 

1.6%(3人) 

1.6%(3人) 

同居の親族 

友人 

同居していない親族 

勤務先の上司や同僚 

近所の人 

医師 

ケアマネージャー・ヘルパー 

学校の先生 

カウンセラー 

相談機関の相談員 

看護師・保健師 

電話相談員 

その他 
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【図５】不満や悩み等の原因内訳（複数回答） 

             （※「大いにある」「多少ある」と回答した 86人中） 

不満や悩みの原因としては、「家庭の問題」や「病気などの健康の問題」と回

答する人が多くみられました。 

 

 

 

【図６】ストレス解消のため、よく行うこと（主なもの３つ） 

 

  主なストレスの解消法としては、「買い物」「テレビや映画を観る」「人と話

す」という回答が多くみられました。 

57 

41 

13 

12 

1 

1 

7 

家庭の問題(家族関係、介護等) 

病気などの健康の問題(身体・心の悩み等) 

経済的な問題(倒産、事業不振、借金、失業

等) 

職場の問題(転勤、人間関係、長時間労働等) 

男女関係の問題(失恋、結婚をめぐる悩み等) 

学校の問題(いじめ、学業不振、人間関係等) 

その他 
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  【図７】悩みやストレスを感じた時、助け等を求めたいかどうかの内訳 

 

     「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人は１５５人で、 

全体の約７割を占めています。 

 

 

    

【図８】悩みやストレスを感じた時に助けを求めない理由（複数回答） 

    ※（「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と回答した 40人中〉 

 

理由は図 8のようになっており、「悩みやストレスは、自分で解決するか 

ら」という回答が一番多くみられ、また、「相談にのってくれるところを知 

らない」と回答した人が 4人いました。 

そう思う 
40% 

(81人) 

どちらかといえ

ばそう思う 
36% 

(74人) 

どちらかといえ

ばそう思わない 
9% 

(19人) 

そう思わない 
10% 

(21人) 

わからない 
5% 

(10人) 

無回答 
8% 

(18人) 

27 

4 

3 

2 

1 

4 

悩みやストレスは、自分で解決する 

相談にのってくれるところを知らない 

相談者が信用できるかどうかわからない 

相談したが、対応は適切ではなかった 

相談することは、恥ずかしい 

その他 
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【図９】相談の機会の希望（複数回答） 

 

相談の機会としては、「同じ悩みや不安を抱える人たちの集まり」や「公的

機関の専門家による相談」と答える人が多くみられました。 

 

 

 

（２）アンケート結果からの課題 

 

① 20 代、40～50 代の働き世代に、「ストレスを抱える人」が多い。 

② 「同じ悩みや不安を抱える人たちの集まりを求める人」が多い。 

③ 「公的機関の専門家による相談を求める人」が多い。 

④ 「家庭の問題や健康の問題を抱える人」が多い。 

⑤  高齢者に「相談相手がいない人」が多い傾向にある。 

69 

65 

33 

20 

16 

16 

14 

14 

12 

11 

11 

10 

6 

0 

7 

同じ悩みや不安を抱える人たちの集まり 

公的機関の専門家による相談 

無料相談 

民間の専門家による相談 

インターネット上での相談 

知らない人に相談したくない 

面接相談 

訪問による相談 

相談の機会に関心はない 

電話相談 

居住地でない相談場所での相談 

ボランティアによる相談 

相談の機会は必要ない 

有料相談 

その他 



28 

第３章 取り組みの方向性 
 

１) 基本方針 

町民一人ひとりが、“生きる”を支え・つながることで誰も自殺に追い込まれるこ 

とのない町を目指します。全庁的な連携、関係機関・団体との連携を図りながら、

全ての年代を対象とした自殺予防対策を推進します。 

   

２）基本施策 

（１） 普及啓発の推進 

町民一人ひとりが自殺を身近な問題としてとらえ、心の健康を保持できるよう 

正しい知識の普及啓発を行います。自身や周囲の人のこころの不調に早期に気づき

適切に対処できるよう情報提供を行います。 

 

 事業名 取組内容 担当課 関係課・ 

協力機関 

広報媒体を活

用した普及啓

発 

・自殺予防週間（9月 10日～16日）、自殺

対策月間（3 月）に合わせ、町の広報誌

やホームページ、ケーブルテレビに自殺

予防に関する情報を掲載。 

健康づくり

推進室 

情報推進課 

自殺予防に関

するリーフレ

ットの作成と

配布 

・こころの健康づくりや自殺予防に関する

リーフレット及び相談窓口一覧を配布。 

・県内の各相談窓口一覧を庁内窓口や公共

施設のトイレ等に設置。 

健康づくり

推進室 

総務課 

住民課 

生涯学習課 

健康福祉課 

こころの健康

図書コーナー

の開設 

・自殺予防週間等に合わせ、町図書館に啓

発図書コーナーを開設し、こころの健康

に関する書籍を紹介。 

健康づくり

推進室 

生涯学習課 

こころの健康

づくり講座の

実施 

 

・出前講座やイベント等様々な機会を利用

して健康教育を実施し、メンタルヘルス

ケア、自殺に関連するうつ病等アルコー

ル依存について学ぶ機会を増やす。 

健康づくり

推進室 

専門病院、県

能登中部保健

福祉センター 

県こころの健

康センター 
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（２）“生きる”を支える・つながる相談の充実 

   自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲

れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因が“生きづらさ”につながっています。 

これらの複合的な要因に対応するため、“生きる”を支える・つながる包括的な

相談支援体制が重要となります。 

働き盛り世代や高齢者、誰もが相談しやすい環境づくりのため、様々な相談窓口

の利用促進を図るとともに、県や民間団体等と連携し総合的な相談体制づくり・相

談の充実を図ります。 

 

事業名 取組内容 担当課 関係課・ 

協力機関 

自殺に関す

る相談窓口

の充実 

・電話、面接、訪問等により、こころ

とからだの健康相談。（妊婦から乳幼

児、学童・生徒、青壮年・高齢者） 

（随時） 

・町内・県内の各公的専門相談窓口に

ついて周知を徹底するとともに、誰

もが相談しやすい体制整備。 

健康づくり

推進室 

健康福祉課 

学校教育課 

県能登中部保健

福祉センター 

児童相談所 

町教育委員会 

庁内関係部

署及び相談

機関との連

携強化 

・うつ病等の早期発見、予防：庁内窓

口・業務等で気になる方の情報提供

をしてもらい、相談、訪問等を実施。 

・統合失調症やアルコール依存等の方

の対応相談：職員や家族、地域の医

療機関等と連携し、継続的な支援体

制を整備。 

・自殺の危険因子を抱えたハイリスク

者の対応：相談専門機関と連携と包

括的な支援。 

・同じ悩みや不安を抱え、生きづらい

方の集まる会（家族会やピアグルー

プ）の紹介。 

・障害者、高齢者の居場所づくり 

健康づくり

推進室 

健康福祉課 

総務課、危機管

理室、税務課、

企画振興課、住

民課、地域整備

課、学校教育課、

生涯学習課、町

社会福祉協議

会、町立宝達志

水病院、県能登

中部保健福祉セ

ンター、県ここ

ろの健康センタ

ー 

相談従事者

等の資質の

向上 

・ゲートキーパーの養成講座の開催の

他、自殺予防の視点を持った窓口業

務、事業等に取り組めるように周知。 

健康づくり

推進室 

全課 

県能登中部保健

福祉センター 
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（３）人材育成と地域の見守り体制づくり 

町民一人ひとりが悩みを抱えた人のＳＯＳサインに気づき、適切な対応ができ

るよう人材育成を行います。住民を始め、地域で活動している団体や関係機関等

を対象にゲートキーパー養成を行い、地域の見守り体制を強化していきます。 

 

事業名 取組内容 担当課 関係課 

協力機関 

町職員向け 

ゲートキーパ

ー養成講座 

庁内の窓口業務や相談等の際にハイリ

スク者への適切な対応のためゲートキ

ーパー養成を実施し、全庁的な取り組

み意識を高める。 

健康づくり

推進室 

総務課、県能登

中部保健福祉

センター、県こ

ころの健康セ

ンター 

町民向け 

ゲートキーパ

ー養成講座 

地域に出向き養成講座を行い、各地区

でゲートキーパーの役割を担う人を増

やす。 

健康づくり

推進室 

県能登中部保

健福祉センタ

ー 

関係団体向け 

ゲートキーパ

ー養成講座 

地域で活動している民生児童委員、健

康づくり推進員、食生活改善推進員、

消防団、介護支援専門員等を対象にゲ

ートキーパー養成を実施。 

健康づくり

推進室 

町社会福祉協

議会、健康福祉

課、危機管理室 

職域向け 

ゲートキーパ

ー養成講座 

町商工会、小規模事業所の管理者等を

対象に養成講座を実施し、職場におけ

るメンタルヘルスを推進。 

健康づくり

推進室 

企画振興課 

町商工会 

 

 

 

 ゲートキーパー養成講座の様子 
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ゲートキーパーとは自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることが

出来る人で、「命の門番」とも位置づけられる人のこと。声をかけ、話を聞き、必

要に応じて専門機関へつなぎ、見守る役割を担う。 

【ゲートキーパーの 4 つの役割】 

「気づき」：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

「傾 聴」：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

「つなぎ」：早めに専門家などに相談するよう促す 

「見守り」：寄り添いながら、じっくりと見守る                     

 

 

 

（４）庁内関係部署の連携から、関係機関との協働へ 

庁内関係部署に自殺の視点から捉えた取り組み状況の棚卸しを依頼し、聞き取

り、情報交換等を通して連携していくことが、自殺対策の充実につながります。 

いつもと違うという“気づき”を健康づくり推進室に伝えることが、庁舎内の 

連携を充実させ、更に関係機関との協働体制にもつながっていきます。  

                   （連携図は Ｐ43・44 に掲載） 

 

 

 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

   いじめを苦にした児童生徒の自殺が大きな社会問題となっていることを背景に、

平成 28年自殺対策基本法の改正では、児童生徒に向けたＳＯＳの出し方教育の推

進が示されました。 

   このため、当町でも児童生徒が命の大切さを実感できる教育だけでなく、命や暮

らしの危機に直面したとき、信頼できる大人や相談機関に助けを求められるよう、

ＳＯＳの出し方や直面する問題に対応できる力を身につけることができるよう取

り組んでいます。 
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事業名 取組内容 担当課 関係課・ 

協力機関 

SOSの出し方、い

じめ防止に関す

る健康教育 

命の大切さを学ぶ教育だけでなく、生

活上の困難やストレスに直面したとき

の対処方法や SOS の出し方に関する教

育を実施する。 

学校教育課 

 

 

町教育委員会 

健康づくり推

進室 

保小中連携事業 保育所・小学校・中学校間で困り感の

ある子についての情報を共有し、スム

ーズな移行を図る。 

学校教育課 

健康福祉課 

町教育委員会 

社会福祉協議

会 

教育相談、教育

就学相談等 

子どもの教育上の悩みや心配事に関す

る相談を受け付ける。また、仕事の都

合や家庭の事情等で来室できない場合

には電話相談も行う。 

学校において、困り感のある児童生徒

について、支援員を配置したり、関係

機関と協力したりしながら、きめ細や

かな相談等を行う。 

学校教育課 

 

町・県教育委

員会 

いじめ防止対策

事業 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見

直し、個別指導等を通じて、いじめの

早期発見・対応、継続的な再発予防を

図る。 

学校教育課 

  

町教育委員会 

 

 

 

 

スクールカウン

セラー活用事業 

不登校対策や児童生徒間の問題解決に

向け、教育相談や、スクールカウンセ

ラーの配置等の連携強化を図る。 

学校教育課 

 

 

町・県教育委

員会 
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３）基本施策における評価指標 

（１）普及啓発の推進 

評価項目 現状（H30年度） 目標値（H35年度） 

広報等媒体を活用した普及啓発・ 

 ・広報・ホームページ・ケーブルＴＶ  

自殺予防週間 

9・3月 年 2回 

 

年 4回 以上 

自殺予防に関するリーフレットの作成

と配布 

・こころの健康づくりや自殺予防リーフ

レットと県内相談窓口一覧票作成 

・リーフレットを庁舎窓口に設置・配布 

 

 

成人式で配布 

2か所に設置 

 

児童・生徒、ＰＴ

Ａ・各種団体に配

布 

5か所以上設置  

こころの健康図書コーナーの開設  － 年 2回 

（自殺予防週間・ 

自殺対策強化月間） 

こころの健康づくり講座の実施（回数） 

・講座で（理解できたと答えた割合） 

 数回 

  － 

年 13回以上 

7割以上 

 

 

（２）相談体制の充実 

評価項目 現状（H30年度） 目標値（H35年度） 

自殺に関する相談窓口の充実 

（窓口の数） 

（相談従事者の数）   

  

1ヶ所 

2人 

 

2ヶ所 

4人 

庁内関係課及び相談機関との連携強化 随時 年 2回以上 

相談従事者等を対象とした研修の開催   － 年 1回以上 

 

 

（３）人材育成と地域の見守り体制づくり 

評価項目 現状（H30年度） 目標値（H35年度） 

町職員向けゲートキーパー養成講座      － 年 1回以上 

町民向けゲートキーパー講座  － 年 2回以上 

関係団体向けゲートキーパー養成講座 年 1回 年 1回以上 

職域向けゲートキーパー養成講座      － 年 1回以上 
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（４）庁内関係部署の連携から関係機関との協働へ 

評価項目 現状（H30年度） 目標値（H35年度） 

庁内関係課、関係機関との連携会議実施 － 年 1回 

 

 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

事業名 現状（H30年度） 目標値（H35年度 ） 

困りごとアンケート 
1回/月実施（全小・中学校） 

（気になる児童生徒は面談） 
現状維持 

個別相談 
1回/学期ごと、及び随時 

（全小・中学校） 
現状維持 

思いやり・命の大切さに関す

る授業(人権教室) 

保育園児・保育士 2回 

小学生・教職員  14回 

中学生・教職員  1回 

現状維持 
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４）重点施策  

 （１）高齢者 

    高齢者は喪失体験や健康、介護問題等の不安を抱えやすい年代であることから、

町では、様々な事業を活用し、生きることの包括的支援として施策の推進を図りま

す。また、地域のつながりを深め、社会参加の強化により高齢者の孤立・孤独を防

ぐための居場所づくりを推進していきます。 

 

① 包括的な支援のための連携体制 

※取組内容は、第 2章庁内関係部署の関連事業を参照 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

包括的支援事業 地域包括支援センター 町社会福祉協議会、区・民生

委員・医療機関、介護支援事

業所・福祉サービス事業所等 

地域支援ネットワーク会議 地域包括支援センター 〃 

 

② 生活に関する支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

介護予防・地域支え合い事業 地域包括支援センター 民生委員、緊急連絡装置業者 

総合相談支援事業 地域包括支援センター 上記包括支援事業と同じ 

食の自立支援事業 健康福祉課 民生委員、民間配食事業所 

高齢者・障害者災害時要援護

者台帳整備 

健康福祉課 民生委員、町社会福祉協議会、

区、危機管理室、消防署 

 

③ 健康（心と体）の悩みに関する支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

定期健康相談の実施 

(月 1 回) 

健康づくり推進室 

町社会福祉協議会 

県能登中部保健福祉センター 

地域包括支援センター 

随時健康相談・こころの 

相談の実施 

健康づくり推進室 県能登中部保健福祉センター 

こころの相談（定期） 県能登中部保健福祉センター 

（週 1 回） 

羽咋地域センター（月 1 回） 

健康づくり推進室 

県こころの健康センター 

地区ごとの健康教室、 

出前講座（随時） 

健康づくり推進室 町立宝達志水病院 

県能登中部保健福祉センター 

認知症カフェ 地域包括支援センター 医療機関・介護サービス事業所 
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④ 生きがいづくりと孤立の予防 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

一般介護予防事業 地域包括支援センター 介護サービス事業所 

宝達志水スポーツクラブ 

健康づくり推進員による 

ブロック活動 

健康づくり推進室 

地域包括支援センター 

宝達志水スポーツクラブ 

講師、区、民生委員、住民 

老人福祉センター宝寿荘 町社会福祉協議会 健康福祉課 

地区ごとの地域サロン 地域包括支援センター 

町社会福祉協議会 

老人クラブ、健康づくり推進

員、食生活改善推進員、住民 

公民館活動・文化協会・体

育協会活動 

生涯学習課 文化協会・体育協会 

ボランティア育成事業 町社会福祉協議会 健康福祉課 

高齢者の雇用 企画振興課 町シルバー人材センター 

職業安定所 

 

 

⑤介護予防・要介護者支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

地域介護予防活動支援事業

（介護予防ボランティア育成） 

地域包括支援センター 県・町社会福祉協議会 

 

在宅医療介護連携推進協議

会 

地域包括支援センター 町立宝達志水病院 

介護サービス事業所 

介護支援専門員 

家族介護継続支援事業 地域包括支援センター 医療機関 

介護サービス事業所 

介護支援専門員 

 

 

⑥高齢者の権利擁護 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

権利擁護事業 地域包括支援センター 法律関係機関 

警察 

高齢者障害者虐待防止 

ネットワーク 

健康福祉課 医療機関 

介護サービス事業所 
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（２） 生活困窮者（無職者・失業者） 

 

生活困窮の生活背景には、労働、多重債務、精神疾患、依存症、虐待、ＤＶ、介護

等の多様な問題が複合的に関連していることが多く、経済的困窮から社会から孤立、

自殺のリスクを抱えている人が多いことが考えられます。そのため、関係機関等と連

携し、生きるための包括的な支援を行っていきます。 

 

①生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

生活保護事務 健康福祉課 県能登中部保健福祉センター 

介護・国民健康保険料の賦

課、滞納、減免相談 

健康福祉課 税務課 

納税相談 税務課 税務署 

生活困窮者自立支援 健康福祉課 県能登中部保健福祉センター 

困りごと相談 住民課 民生委員・行政委員 

人権擁護委員 

無料法律相談 住民課 法律関係機関 

心配ごと相談事業 町社会福祉協議会 住民課 

生活福祉資金貸付事業 町社会福祉協議会 健康福祉課 

ＤＶ相談事業 生涯学習課 県女性相談支援センター 

 

 

②生活困窮世帯の児童生徒への支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

地域児童対策事業 健康福祉課 学校教育課 

児童相談所 

町社会福祉協議会 

警察署 

教育援助制度事業 学校教育課 町教育委員会 

生活困窮世帯の子どもに 

対する学習支援事業 

町社会福祉協議会 学校教育課 
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（３） 勤務・経営 

 

   自殺対策基本法の改正により、勤務問題による自殺対策の推進が明記されてい

ます。全国的に働き盛りの男性による自殺が課題となっていますが、当町でも 40

～50歳代の自殺が見られ、対策に取り組む必要があります。 

   働き盛りの世代は、職場、家庭においても負担が大きく、過労、失業、病気、親

の介護等によりこころの健康を損ないやすいと言われています。そのため、精神保

健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点から生きるための包括的支援に取り組

んでいきます。 

 

 

① 就労、起業、経営に関する支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

ジョブカフェ出張相談 企画振興課 町商工会 

起業・創業バックアップ事業 企画振興課 町商工会 

中小企業資金融資 企画振興課 町商工会 

 

 

② メンタルヘルスに関する支援 

事業名 担当課 関係課・協力機関 

ストレスケアに関する普及 

啓発 

健康づくり推進室 県能登中部保健福祉センター 

県こころの健康センター 

こころの健康づくりに関する 

健康教育の実施 

健康づくり推進室 県能登中部保健福祉センター 

県こころの健康センター 

事業所等を対象としたゲート 

キーパー養成講座 

健康づくり推進室 県能登中部保健福祉センター 

県こころの健康センター 

町内事業所 
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５）重点施策における評価指標 

 

（１） 高齢者 

 

 ①包括的な支援のための連携体制 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度）  

包括的支援事業 地域包括支援センター 

1 ヶ所 

地域包括支援センター 

1 ヶ所 

地域支援ネットワーク会議 1 回 1 回 

 

 

②生活に関する支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

介護予防・地域支え合い事業 

（緊急連絡装置の設置） 

 

  19 台器設置 

          

35 台器設置 

総合相談支援事業 1 ヶ所で随時 1 ヶ所で随時 

地域自立生活支援事業 

（食の自立支援事業） 

実 35 人 

延べ 5,500 人  

 実 55 人 

延べ 11,000 人 

高齢者・障害者災害時要援護者台帳

整備 

高齢者 852 人 

障害者  125 人登録 

高齢者 835 人 

障害者  145 人登録 

認知症サポーター等養成事業 
29 年度までに 

延べ 1,563 人養成 

35 年度までに 

延べ 2,800 人養成 

 

 

③健康の悩みに関する支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

健康相談の実施（定期・随時）  定期は 

1 ヶ所 1 回/月 

随時は 1 ヶ所 

定期は 

2 ヶ所 1 回/月 

随時は 1 ヶ所 

地区ごとの健康教室・出前講座 希望箇所 5 回 8 回 

認知症カフェ（4 回/月） 
2 ヶ所 1 回/週 

1 ヶ所 2 回/月 

2 ヶ所 1 回/週 

1 ヶ所 2 回/月 
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④生きがいづくりと孤立の予防 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

みんなの健康教室   1 ヶ所 1 回/週 1 ヶ所 1 回/週 

男性の健康教室 1 ヶ所 1 回/週 1 ヶ所 1 回/週 

送迎付き介護予防教室 2 ヶ所 1 回/週 2 ヶ所 1 回/週 

地域のサロン (39 ヶ所) 1～4 回/月 現状維持 

健康づくり推進員による地区ブロッ

ク活動（13 ブロック） 

８７回 

延べ 2,992 人 

回数、参加者共に     

増加        

老人福祉センター宝寿荘（利用者数） 11,001 人    11,100 人 

   

 

⑤介護予防・要介護者支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

地域介護予防活動支援事業 

（育成回数）（活動実績 

育成  1 回/年 

   

現状維持  

  

在宅医療・介護連携推進協議会 3 回/年 3 回/年 

 

 

⑥高齢者の権利擁護 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

権利擁護事業 
権利擁護相談件数 29 件 

虐待対応件数  2 件 

権利擁護相談件数 35 件 

虐待対応件数  4 件 

高齢者障害者虐待防止ネットワーク

協議会                 

１回/年 １回/年以上 

 

ブロックでの介護予防教室 
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(２）生活困窮者（失業者・無職者） 

①生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

生活保護相談件数 
    相談件数 10 件 

  給付件数 29 件 

相談があれば応じて

いく 

自立相談支援新規相談件数 4 件 現状維持 

滞納整理のための個別訪問 40 件 必要時実施 

国民健康保険料の賦課、滞納、 

減免相談 
随時 増加 

困りごと相談 

1 回/月 

（民生委員・行政委

員・人権擁護委員） 

1 回/月 

 

無料法律相談 

 

弁護士 2 回/年 

大学生 3 回/年 

弁護士 2 回/年 

大学生 3 回/年 

心配ごと相談事業 随時 2 回/月 

生活福祉資金貸付事業 

随時 

 相談件数 6 件 

  貸付件数 21 件 

現状維持 

ＤＶ相談事業 － 
相談体制を整備し、相

談を受けていく 

 

 

②生活困窮世帯の児童生徒への支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値 

（H35 年度） 

要保護児

童対策協

議会 

要保護児童対策協議会 1 回/年 現状維持 

進行管理会議 3 回/年 現状維持 

ケース検討会 7 回/年 必要回数 

就学援助

事業 

 

要保護准保護児童生徒支援 

 

                       

小学校 37 件、中学校 25 件 

必要な児童・

生徒に支援 

生活困窮世帯の子どもに対する 

学習支援事業 

小学生  夏期 3 日間 

中・高生 月 2 回（9～2 月） 

現状維持 
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（３）勤務・経営 

①就労、起業、経営に関する支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

ジョブカフェ出張相談 相談件数 2 件 相談件数 5 件 

起業・創業バックアップ事業 相談:14 件、創業:1 件 相談:15 件、創業:3 件 

中小企業資金融資 0 件 2 件 

 

②メンタルヘルスに関する支援 

事業名 現状（H29 年度） 目標値（H35 年度） 

ストレスケアに関する普及啓発 － 年 2 回 

こころの健康づくりに関する 

健康教育の実施 

－ 年 2 回以上 

事業所等を対象としたゲート 

キーパー養成講座 

－ 年 1 回以上 

 

 

 

 

職場の仲間がゲートキーパー！ 
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第４章 計画の推進体制 

 
１）庁内関係部署の連携体制 

「住民一人ひとりに向けた住民サービスの充実」をめざし、庁内関係部署の連携 

  により、「“生きる”を支える・つながる町」づくりを進めていきます。 

住民サービスの現場で、住民の言動からいつもと違う“気づき”を感じたら、「そ

の人に寄り添い、支えてあげてください」 その“気づき”がその人の“生きる”

を支えることにつながります。 

様々な課題に取り組む各部署での“気づき”が健康づくり推進室に伝わり、解決

方法を協働していく仕組みづくりに取り組んでいきます。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり推進室  

 調整・連携・ネットワークの強化 

健康福祉課 

住民課 

学校教育課 

税務課 

生涯学習課 

企画振興課 総務課 

一人の住民 

危機管理室 

地域整備課

s 
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２）関係機関との連携体制 

医療、保健、生活、教育、労働、法律等に関する公的機関や民間団体等との連携

を強化し、自殺予防のネットワークの構築を目指します。 

関係機関等との連携により、「“生きる”を支える・つながる町」づくりを進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宝達志水町  

家族・親戚・友人・近所 

 調整・連携・ネットワークの強化 

労働関係機関 

地区組織 

民生委員児童委員 

老人クラブ連合会 

健康づくり推進員 

食生活改善推進協議会 

行政相談員・人権擁護委員 

県保健福祉センター 

県こころの健康センター

県児童相談所 

法律関係機関 

医療機関 

専門医療機関 教育関係機関 

福祉関係機関 

社会福祉協議会 

障害児・者・高齢者 

サービス事業所 

 警察・消防 

一人の住民 
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（１） 専門相談機関の事業 

悩みを抱えている方やそのご家族への相談支援を行っています。相談者の気

持ちを伺い、抱えている悩みの解決に必要な専門機関の紹介等の支援を行いま

す。 

相談内容 相談窓口（電話番号・受付時間） 

こころの健康や

悩みに関する相

談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神科医師によ

るこころの健康

相談（要予約） 

 

 

生活困窮者自立 

支援に関する 

相談 

 

多重債務、消費 

に関する相談 

 

・石川県能登中部保健福祉センター： 

０７６７－５３－２４８２(祝日等除く平日 8:30～17:45） 

・石川県こころの健康センター： 

０７６－２３８－５７５０（祝日等除く平日 8:30～17:15） 

・石川県こころの相談ダイアル： 

０７６－２３７－２７００ 

（祝日等除く平日 9:00～12:00 、13:00～16:00） 

 

・働く人の「こころの相談室」(石川産業保健総合支援ｾﾝﾀｰ内)：

０７６－２６５－３８８６    ※祝日等除く 

（月・火・水・金 13:30～16:30） 

（木曜 9：00～12：00 、13:30～16:30） 

 

・石川県能登中部保健福祉センター： 

０７６７－５３－２４８２(毎月第１～４木曜 13：30～15：00) 

・羽咋地域センター： 

０７６７－２２－１１７０（毎月第２金曜 10：00～11：30） 

 

・石川県能登中部保健福祉センター： 

０７６７－５３－２４８２(祝日等除く平日 8:30～17:45） 

 

 

・石川県消費生活支援センター：０７６－２６７－６１１０ 

（祝日等除く平日 9:00～17:00、 土 9:00～12:30） 

・金沢弁護士会（クレサラ無料法律相談）： 

 ０７６－２２１－０２４２（祝日等除く平日 13:00～15:30） 

・法テラス石川：０５０－３３８３－５４７７ 

（祝日等除く平日 9:00～17:00） 

・石川県司法書士会：０７６－２９２－８１３３ 

（祝日等除く平日 10:00～16:00） 
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相談内容 相談窓口（電話番号・受付時間） 

 

 

 

いじめに関する

相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺族のつどい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北陸財務局（多重債務相談）：０７６－２９２－７９５１ 

（祝日等除く平日 9:00～12:00、 13:00～17:00） 

 

・２４時間子供ＳＯＳ相談テレホン 

   ０７６－２９８－１６９９ 

   ０１２０－０－７８３１０(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

 

・家庭教育電話相談：０７６－２６３－１１８８ 

（祝日等除く月～土 9:00～13:00） 

 

・いじめ１１０番：０１２０－６１７－８６７（２４時間） 

 

・チャイルドライン･いしかわ：０１２０－９９－７７７７ 

        （月～土 16:00～21:00） 

 

・石川県七尾児童相談所：０７６７－５３－０８１１ 

（祝日等除く平日 8:30～17:15） 

 

 

・Ｊ交流会 

 詳細については、石川県こころの相談センター 

  ０７６－２３８－５７５０へお問い合わせ下さい。   

 

・ひまわりの会 

 詳細については、事務局（０９０－２８３３－３４２７） 

 ホームページアドレス 

 （http://www.ishikawahimawari.sakura.ne.jp/） 

  にお問い合わせ下さい。 

 



<基本施策> <重点施策>

１．普及啓発の推進 ４．関係機関との連携強化 ６．高齢者

２．相談体制の充実 ５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 ７．生活困窮者(無職者・失業者）

３．人材育成と地域の見守りづくり ８．勤務、経営
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害
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援
事
業
所

介
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察
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●専門職の家庭訪問（随時） 2 4 4

●母子・寡婦福祉に関する相談・ひとり親家庭医療費支給 7

●乳幼児健診・教室（各時期） 1・2 2

●育児・栄養相談 1・2 2 2

●発達支援相談・障害児手当等 7 2 4 4 2・4

●一時保育・マイ保育園・ママの会支援 2 2

●地域児童対策事業（0～6歳） 2・4 2・4 4 4 4 4 4 4 4

●育児上のサポート（学童保育・成長お祝い金・医療費助成） 2・7 7 4 4 4

●教育相談・就学相談（随時） 2 4 4

●料理教室（学童保育・子供会・高校生） 1・2 4

●スクールカウンセラー配置 2 2 4

●心の教育（道徳・特別教育の推進） 5 4 5 4 4

●あいさつ運動 3

●地域児童対策事業（7～18歳） 2・4 4 4 4 4 4 4 4 4

●いじめ防止対策事業 4 5 4 5

●専門職の家庭訪問（随時） 1・2 2 4 4 2

●困りごと相談（消費生活・多重債務・家庭問題等） 1・4 4 2 4 4 4

●納税・納付相談 2 2 2

●ジョブカフェ出張相談●中小企業資金融資事業 2 4 2・4

●こころの相談（随時） 1・2 4 4

●ゲートキーパー講座（町職員・民生委員・子育て世代等） 1・3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

●見守りマップ・避難行動要支援者名簿を活用した見守り支援 3 3 3 3

●宝達志水町福祉資金（無利子の貸付制度） 7

●就労・職場環境の整備 8 7・8 8

●傾聴ボランティア育成 1・6 2・6

●男女共同参画推進事業 2

●ＤＶ相談 1・2 2 2 4 4 4

●生きづらい人の居場所づくり（不登校・障害者・引きこもり等） 2・3 2・3 3 2・4

●障害者の虐待防止事業 2・4 4 4 4 2・4 4

●専門職の家庭訪問（随時） 2・6 2・6 2・6 2・6

●高齢者の相談（随時） 2・6 2・6 2・6 2・6 2・6 2・6 2・6

●高齢者の生きがいづくり（宝寿荘・シルバー人材センター・ボランティア等）2・6 2・6 2・6 2・6

●認知症カフェ等、介護家族支援 2・6 2・6 2・6 2・6

●高齢者・障害者虐待防止事業 2・6 2・6 2・6 4 4 4 2・6 2・6 4・6

●高齢者の居場所づくり 3・6 3・6 3・6 4・6

●独居高齢者等見守り支援（訪問・食の自立支援・緊急連絡装置等） 2・6 2・6

3) ライフステージ毎の“生きる”支援関連事業(案）

④
高
齢
者

（
6
5
歳
～

）

病苦（慢性疾患、うつ）
生活苦
介護・看病疲れ
家族の死
虐待
孤独（家庭内や社会の中で
の孤立）

●地域見守りネットワークのさらなる強化を図る
●閉じこもり傾向を少なくし、高齢者特有の孤独感、喪失感を持
たないように努める
●生きがい対策の強化を図る

事業メニュー今後の施策要因のキーワード世代

③
青
壮
年

（
1
9
～

6
4
歳

）

ひきこもり
いじめ
失恋
病苦（うつ、生活習慣病、ア
ルコール問題等）
子育てに関する悩み
職業問題（過労、失業、職
場の人間関係、仕事の悩
み）
経済問題（失業、事業不
振、生活苦、借金の取立
て）
家庭問題（家族の不和、家
族の死）
ＤＶ
虐待
犯罪被害
地域での孤立（家族単位）

●職場でのメンタルヘルスへの取り組みの強化を図る
●企業（事業主）との連携づくりに努め、一個人への切れ目ない
支援体制を整備する
●自殺防止の正しい知識を持った人を増やす
●自殺防止としての気づきと傾聴力を持った人材を育成する
●ゲートキーパーなど、自殺防止の知識と技術を持った専門ス
タッフを育成する
●教育・医療・企業・法律など、動機・要因の背景となる関係機
関とのネットワークづくりを強化する
●地域住民による自殺防止ネットワークづくりを推進する

②
学
童
・
生
徒

（
7
～

1
8
歳

）

不登校
友人関係
いじめ
失恋
進路に関する悩み
精神疾患
虐待
家族の不和
犯罪被害

●一人ひとりの存在感を重視した教育の推進を図る
●命を大切にする心を育成する道徳教育の一層の推進を図る
●医療機関、児童相談所等を含む教育相談体制（いじめ・不登
校等）の強化を図る
●ネットや携帯電話での中傷を防止するため、情報モラル教育
の推進に取り組む
●成長し社会人になった時に、様々な変化に精神的に耐えうる
心の育成のため、キャリア教育（生きがい、職業観）、生活の自
立の推進を図る

庁内関係課 関係機関・団体

①
妊
婦
・
乳
幼
児

（
妊
婦
～

6
歳

）

●親支援、子育て支援の充実を図り、親の精神的な安定を図る
●個別対応を重視し、子育て環境の改善に努める
●将来を見据え、親が成長段階に応じた「心の育ち」を学び子ど
もと接することで、安定感のある心に成長するように努める

虐待
子育ての悩み
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関係資料編 
１）自殺対策基本法の改正趣旨 

  ①地域レベルの実践的な取り組みへの支援を強化 

  ②国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

  ③自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

  ④自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

  ⑤心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

  ⑥適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

  ⑦社会全体の自殺リスクを低下させる 

  ⑧自殺未遂者の再度の自殺企画を防ぐ 

  ⑨遺された人への支援を充実する 

  ⑩民間団体との連携を強化する 

  ⑪子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

  ⑫勤務問題による自殺対策を更に推進する 

 

２）自殺総合対策大綱の改正趣旨 
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３）こころの健康に関するアンケート調査票 

こころの健康に関するアンケート調査（ご協力のお願い） 

宝達志水町健康福祉課健康づくり推進室 

 

町では今年度、こころの健康に関する計画を作成します。そこで下記のアンケート 

にご協力をいただき、みな様のご意見を計画に反映したいと考えています。  

この調査は、無記名で行われますので、回答していただいた方が特定されるよう

なことはございません。また、回答された調査票は、この調査目的以外に使用される

こともございません。 

  ご多忙とは存じますが、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申

し上げます。  

 

問 1   あなたの性別について、該当する方に○をつけて下さい。（○は１つ）  

１．男性            ２．女性            ３．その他 （        ） 

 

問２   あなたの年齢は満でおいくつですか。該当するものに○を１つ付けて下さい。 

  １．２０～２９歳  ２．３０～３９歳  ３．４０～４９歳  ４．５０～５９歳  ５．６０～６９歳  

６．７０～７９歳  ７．８０歳以上  

 

問３   あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止めてくれる方、耳を傾けてくれる 

人はいますか。（○は１つ）  

                                                     

１．いる  → 裏面、2ページの問３-１へ   ２．いない → 裏面 2ページの問４へ 

 

 

問３－1   問３で「１．いる」とお答えになった方におたずねします。  

それは、どなたですか。（○はいくつでも）  

 

１．同居の親族  ２．同居していない親族  ３．友人  ４．近所の人      

５．勤務先の上司や同僚   ６．学校の先生  ７．カウンセラー  ８．医師  

９、看護師・保健師  10．相談機関の相談員  11．電話相談員        

12．ケアマネージャー・ヘルパー  13．その他(         )  
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問６-１へ 

 問４  この１カ月間に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか。 

（○は 1 つ）  

 

１．大いにある                    ３．あまりない 

２．多少ある         問４-１へ       ４．まったくない             

問５ へ 

  

  

問４－１   問４で「１．大いにある」「２．多少ある」とお答えになった方におたずねしま

す。 それは、どのような事柄が原因ですか。（○はいくつでも）  

 

１．家庭の問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病  等）  

２．病気など健康の問題（自分の病気の悩み、身体の悩み、心の悩み  等）  

３．経済的な問題（倒産、事業不振、借金、失業  等）  

４．勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働  等）  

５．男女関係の問題（失恋、結婚をめぐる悩み  等）  

６．学校の問題（いじめ、学業不振、教師・クラスメイト等との人間関係  等）  

７．その他（                                                  ）  

 

 

問５   あなたが日常生活での悩みやストレスを解消するために、よく行うことは何です

か。 （○は主なものを３つまで）  

 

１．買い物  ２．音楽（カラオケを含む）  ３．スポーツ  ４．テレビや映画をみたり､ 

ラジオを聞いたりする  ５．食べる  ６．寝る  ７．人と話をする  ８．お酒を飲む 

 ９．たばこを吸う  10．ギャンブルをする  11．旅行やドライブ  12．インターネット 

等を閲覧したり投稿したりする  12.趣味（                          ）   

14．その他（                                    ）  15．特になし  

  

 

問６   あなたは悩みやストレスを感じた時に、誰かに助けを求めたり、相談したいと思

いますか。（○は 1 つ）                          

１．そう思う      ２．どちらかといえばそう思う 

３．どちらかといえばそう思わない    ４．そう思わない    ５．わからない  
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問６－１ 問６で「３．どちらかといえばそう思わない」「４．そう思わない」とお答えに

なった方におたずねします。  

それは、どのような理由からでしょうか。（○はいくつでも）  

 

１．助けを求めたり相談することは、恥ずかしいことだから  

２．助けてくれたり相談にのってくれるところが､信用できるかどうかわからないから  

３．助けを求めたり相談した経験があるが、その対応が適切ではなかったから  

４．助けてくれたり相談にのってくれるところを知らないから  

５．悩みやストレスは、自分で解決するから相談は必要ない  

６．その他（                              ）                                                               

  

 問７   あなたはどのような相談の機会があればよいと思いますか。（○はいくつでも）  

 

 

１．公的機関の専門家による相談  ２．民間の専門家による相談  ３．ボランティア 

による相談  ４．同じ悩みや不安を抱える人たちの集まり  ５．面接相談   

６．電話相談  ７．インターネット上での相談  ８．訪問による相談  ９．無料相談  

10．有料相談  11．住居地でない相談場所での相談  12．相談の機会は必要な  

い  13．知らない人には相談したくない  14．相談の機会に関心はない   

15．その他（                          ） 

 

最後に、「ストレス」や「うつ病」、「自殺対策」などについて、お考えになっていること

やご意見があれば、ご自由にお書きください。なお、ご質問いただきましても、お答え

はできませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

１ありがとうございました。質問は以上で終わりです。 

 

ありがとうございました。質問は以上で終わりです。 

 

ご記入いただきましたアンケートは健診受付場所のアンケート入れに入れて 

下さい。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝達志水町自殺対策計画 

～“生きる”を支える・つながる町～ 

 

平成 31年 3月 

宝達志水町 健康福祉課健康づくり推進室 

〒929-1425 石川県羽咋郡宝達志水町子浦ロ 11-1 

TEL:0767-23-4545  Fax:0767-29-3136 
E-mail:kenko@town.hodatsushimizu.lg.jp 


